
例１ 戸籍の筆頭者が在籍しており、筆頭者が届出をする場合 

 

 

鹿児島県 姶良市 宮島町25番地 

姶良 太郎 

姶 良 

ア イ ラ 

鹿児島県 姶良市 平松 ２３９２番地 

鹿児島県 姶良市 加治木町 本町 253番地 

姶良 太郎 

同上 

太 郎 

楠 子 

加 子 

タロウ 

クスコ 

カ コ 

✔ 

蒲 男 

カモオ 
鹿児島県 姶良市 蒲生町 上久德 2399番地 

昭和 39    ６    １0 

７     ５   2７ 

鹿児島県 姶良市 



例２ 戸籍の筆頭者、配偶者がともに除籍されており、筆頭者が届出をする場合 

 

 

鹿児島県 姶良市 宮島町25番地 

姶良 太郎 

姶 良 

ア イ ラ 

鹿児島県 姶良市 加治木町 本町 253番地 

姶良 蒲男 

太 郎 

加 子 

タロウ 

カ コ 

✔ 

蒲 男 

カモオ 
鹿児島県 姶良市 蒲生町 上久德 2399番地 

平成 22    3    23 

７     ５   2７ 

鹿児島県 姶良市 

筆頭者が除籍されているときは「配偶者」、

その配偶者も除籍されている場合は「子」

が届出人になります。 

 


